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○盛岡市住宅用太陽光発電システム等設置費補助金交付要綱 

令和２年３月30日告示第162号 

改正 

令和４年３月25日告示第111号 

令和６年３月29日告示第146号 

盛岡市住宅用太陽光発電システム等設置費補助金交付要綱 

（目的） 

第１ 太陽エネルギーの利用促進及び利用の効率化を図るため、住宅用太陽光発電システム等の設

置に要する経費に対し、予算の範囲内で、盛岡市補助金交付規則（昭和50年規則第27号。以下「規

則」という。）及びこの告示に定めるところにより補助金を交付する。 

（定義） 

第２ この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(１) 住宅用太陽光発電システム等 住宅用太陽光発電システム及びホームエネルギーマネジメ

ントシステムをいう。 

(２) 住宅用太陽光発電システム 一般社団法人太陽光発電協会内に設置された太陽光発電普及

拡大センターの定める平成25年４月１日に改定された住宅用太陽光発電導入支援復興対策事業

実施細則（Ｊ－ＰＥＣ第1110－0058号。以下「平成25年実施細則」という。）第４条第１号、

第２号及び第５号に掲げる要件のいずれにも適合する住宅用太陽光発電システムであって、市

の区域内に事務所又は事業所を有する事業者が設置工事を行うものをいう。 

(３) ホームエネルギーマネジメントシステム 住宅において居住者が使用する空気調和設備、

照明設備等の使用電力量等の住宅のエネルギー消費量に関する情報について個別に計測、蓄積

及び表示をすることが可能であり、かつ、電力の使用の調整及び制御をする機能を有するシス

テムのうち、住宅内の機器との間の通信規格として「ＥＣＨＯＮＥＴ Ｌｉｔｅ」を採用する

もの（未使用品に限る。）であって、市の区域内に事務所又は事業所を有する事業者が設置工

事を行い、住宅用太陽光発電システムと連携し、当該住宅用太陽光発電システムと同時に設置

されるものをいう。 

（補助金の交付の対象） 

第３ 第１に規定する経費は、次の各号のいずれにも該当する者が所有し、かつ、自己の居住の用

に供する市内の一戸建て住宅に住宅用太陽光発電システム等（その者が購入し、かつ、所有する

ものに限る。以下同じ。）の購入に要する経費並びに当該住宅用太陽光発電システム等を設置す

るために要する工事費及び需用費とする。 

(１) 次のいずれかに該当する者 

ア 市長が別に定める期間に住宅用太陽光発電システム等を設置した者（この告示による補助

金の交付の決定を受けた後に当該住宅用太陽光発電システム等の設置工事に着手した者に限
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る。） 

イ 市長が別に定める期間に住宅用太陽光発電システム等が設置された建売り住宅の引渡しを

受けた者（この告示による補助金の交付の決定を受けた後に当該住宅用太陽光発電システム

等が設置された建売り住宅の引渡しを受けた者に限る。） 

(２) 市税を滞納していない者 

(３) 過去に住宅用太陽光発電システム等の設置に関し市の補助金の交付を受けていない者 

（補助金の額） 

第４ 第３に規定する経費に対する補助額は、次の各号に掲げる住宅用太陽光発電システム等の区

分に応じ、当該各号に定める額とする。 

(１) 住宅用太陽光発電システム 住宅用太陽光発電システムの購入及び設置に要する経費の額

又は１万4,000円に当該住宅用太陽光発電システムに係る太陽電池の最大出力の合計値（平成25

年実施細則第４条第２号に規定する太陽電池の公称最大出力の合計値をいう。）を乗じて得た

額のうちいずれか低い額（その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額）

（その額が５万6,000円を超えるときは、５万6,000円） 

(２) 住宅用太陽光発電システム及び当該住宅用太陽光発電システムと連携するホームエネルギ

ーマネジメントシステム 次に掲げる額を合算した額 

ア 第１号に定める額 

イ ホームエネルギーマネジメントシステムの購入及び設置に要する経費の額又は１万4,000

円のうちいずれか低い額（その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額） 

（補助の実施期限） 

第５ 規則第３条に規定する補助の実施期限は、令和６年度の末日とする。ただし、当該補助金に

係る事業効果の検証を行い、その結果に基づいて当該補助の実施期限の延長又は繰上げをするこ

とがある。 

２ 前項の事業効果の検証に係る基準は、当該補助金に係る申請の件数とする。 

（申請の取下期日） 

第６ 規則第８条第１項に規定する申請の取下期日は、補助金の交付の決定の通知を受領した日か

ら起算して15日以内とする。 

（提出書類） 

第７ 規則の規定により提出する書類並びに当該書類の提出部数及び提出期日は、別表のとおりと

する。 

制定文 抄 

令和２年４月１日から施行する。 

改正文（令和４年告示第111号抄） 

令和４年４月１日から施行する。 



3/3 

改正文（令和６年告示第146号抄） 

令和６年４月１日から施行する。 

  

別表（第７関係） 

条項 提出書類 提出部数 提出期日 

規則第４条 １ 盛岡市住宅用太陽光発電システム等設置

費補助金交付申請書 

１部 別に定める。 

２ 事業計画書 １部 

３ その他市長が必要と認める書類  

規則第９条第１項 １ 盛岡市住宅用太陽光発電システム等設置

費補助事業変更承認申請書 

１部 別に定める。 

２ 変更事業計画書 １部 

３ その他市長が必要と認める書類  

規則第９条第２項 盛岡市住宅用太陽光発電システム等設置費補

助事業中止（廃止）承認申請書 

１部 別に定める。 

規則第14条 １ 盛岡市住宅用太陽光発電システム等設置

費補助事業完了報告書 

１部 別に定める。 

２ 事業実績書 １部 

３ その他市長が必要と認める書類  

規則第17条第１項 盛岡市住宅用太陽光発電システム等設置費補

助金請求書 

１部 補助金額確定

通知を受領し

た日から起算

して14日以内

又は当該年度

の３月31日の

いずれか早い

日 

規則第21条第２項 財産処分承認申請書 １部 別に定める。 

 


